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告 示
栃木県告示第313号
　補助金等の名称等を定める告示（昭和47年栃木県告示第354号）の一部を次のように改正し、令和８
（2026）年度分の補助金等から適用する。
　　令和８（2026）年５月26日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
　産業労働観光部の部工業振興課の款スマートファクトリー導入計画策定支援補助金及びスマートファクト
リー実証モデル事業補助金の項を削り、同款に次のように加える。

ものづくり
革新技術導
入実証モデ
ル事業補助
金

県内に事業所を有する
中小企業者または県内
に事業所を有する中小
企業を核にした企業群
が実施する、県内の多
くの中小企業において
活用が期待される、ス
マートファクトリー化
に向けたものづくり革
新技術の導入実証事業
に要する経費の一部を
支援し、生産性の向上
及び高付加価値化を図
るとともに、当該取組
の県内企業への横展開
を促進し、もって本県
産業の振興に資するこ
とを目的とする。

県内の多くの中小企業において活用が
期待される、スマートファクトリー化
に向けたものづくり革新技術の導入実
証事業に要する次に掲げる経費
⑴　機械装置、器具及び備品、専用ソ
フトウェア・情報システムの購入、
試作、改良、借用に要する経費
⑵　外注に要する経費
⑶　技術指導の受入に要する経費
⑷　開発に直接従事する者の人件費
⑸　消耗品費
⑹　クラウドサービス利用料
⑺　共同実施契約等に基づき補助事業
者が連携先企業に支払う経費
⑻　⑴から⑺までに掲げるもののほ
か、知事が特に必要と認める経費

当該経費の２分
の１以内。ただ
し、5,000,000
円を限度とす
る。

中小企業
者等

（工業振興課）　
　───────────────────────────────────────────────
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栃木県告示第314号
　土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第２項の規定により、次の土地改良区の定款の変更を認可した
ので、同条第３項の規定により公告する。
　　令和８（2026）年５月26日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

土 地 改 良 区 名 認 可 年 月 日

西 鬼 怒 川 土 地 改 良 区 令和８（2026）年５月12日

（農地整備課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第315号
　建築基準法（昭和25年法律第201号。以下「法」という。）第42条第１項第５号の規定により次のとおり道路
の位置の指定をしたので、建築基準法施行規則（昭和25年建設省令第40号）第10条第１項の規定により公告す
る。
　なお、その関係図書は、建築指導課に備え、縦覧に供する。
　　令和８（2026）年５月26日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

道 路 の 種 類 道 路 の 位 置
道 路 の 延 長
及 び 幅 員

指定年月日

法第42条第１項第５号
の規定による道路

栃木県下都賀郡壬生町元町1075-１ 延長　50.50ｍ
幅員　4.49～ 　
　　　　　　　　　　　　6.01ｍ

令和８（2026）年
５月18日

（建築指導課）　
　───────────────────────────────────────────────

公 告
　　　○食品衛生管理者の養成施設の登録事項の変更
　食品衛生法施行令（昭和28年政令第229号）第16条の規定により食品衛生管理者の養成施設の登録事項の変
更の届出があったので、同令第20条第２号の規定により公示する。
　　令和８（2026）年５月26日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

養 成 施 設 の 名 称 養 成 施 設 の 所 在 地 変 更 年 月 日

宇都宮大学農学部フロンティア食品科学科
（宇都宮大学農学部応用生命化学科）

栃木県宇都宮市峰町350番地 令和８（2026）年４月１日

（注）表中の（　）内は変更前のもの
　───────────────────────────────────────────────
　　　○食品衛生監視員の養成施設の登録事項の変更
　食品衛生法施行令（昭和28年政令第229号）第９条第２項で準用する同令第16条の規定により食品衛生監視
員の養成施設の登録事項の変更の届出があったので、同令第９条第２項で準用する同令第20条第２号の規定に
より公示する。
　　令和８（2026）年５月26日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

養 成 施 設 の 名 称 養 成 施 設 の 所 在 地 変 更 年 月 日

宇都宮大学農学部フロンティア食品科学科 栃木県宇都宮市峰町350番地 令和８（2026）年４月１日
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（宇都宮大学農学部応用生命化学科）

（注）表中の（　）内は変更前のもの
（医薬・生活衛生課）　

　───────────────────────────────────────────────
　　　○土地改良区役員の退就任
　土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第18項の規定により、次のとおり土地改良区の役員について退
任及び就任の届出があったので、同条第19項の規定により公告する。
　　令和８（2026）年５月26日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

土 地
改 良 区 名 役職名 退 任 役 員

氏 名
就 任 役 員
氏 名 住 所 退 任

年 月 日
就 任
年 月 日

泉 地 区
土地改良区 理　事 関　　光博 矢板市山田1002

令 和 ８
（2026）.
３.31

〃 高野　　久 　〃　〃　1267 〃

〃 山口　榮一 　〃　〃　1090 〃

〃 佐藤　隆夫 　〃　平野1002 〃

〃 渋井　道雄 渋井　道雄 　〃　上伊佐野476 〃
令 和 ８
（2026）.
４.１

〃 矢板　利一 矢板　利一 　〃　　〃　　450 〃 〃

〃 矢板　勝美 矢板　勝美 　〃　　〃　　452 〃 〃

〃 和地　忠則 和地　忠則 　〃　立足288 〃 〃

〃 山口　政雄 山口　政雄 　〃　〃　454 〃 〃

〃 渡邉　康夫 渡邉　康夫 　〃　平野486 〃 〃

〃 薄井　正功 　〃　山田1086 〃

〃 高瀬　洋之 　〃　〃　1394 〃

〃 東泉　幸男 　〃　〃　1379 〃

〃 津久井良彦 　〃　平野465 〃

監　事 東泉　清壽 　〃　山田100
令 和 ８
（2026）.
３.31

〃 関谷　重久 　〃　平野204 〃

〃 荒井　公男 荒井　公男 　〃　上伊佐野485-３ 〃
令 和 ８
（2026）.
４.１

〃 楊石　　平 楊石　　平 　〃　豊田1226 〃 〃

〃 伊東　　守 　〃　山田1427 〃

〃 津久井乙男 　〃　平野488-1 〃

（農地整備課）　
　───────────────────────────────────────────────
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発行人　栃木県　〒320-8501　宇都宮市塙田１丁目１番20号

調 達 等 公 告
　　　○入札公告（特定調達公告）の取消し
　令和８（2026）年１月23日付け栃木県公報第674号をもって公告した入札公告（特定調達公告）を取り消す。
　　令和８（2026）年５月26日

栃木県下水道管理事務所長　　根　　岸　　章　　浩　　
（上下水道課）　

　───────────────────────────────────────────────


